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１．計画の趣旨



２．世田谷区の現状と課題

（１）社会的状況





（２）道路状況



（３）地域公共交通の現状
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（４）コミュニティサイクル・レンタサイクル



（５）地域公共交通の課題



３．基本方針と目標



目標１　安全・安心な地域公共交通

・施策1-1:安全・安定輸送の確保

　　・取組1-1-1  テロ・防犯対策の推進

　　・取組1-1-2  都市計画道路等の整備による路線バスの定時

　　　性の確保と速達性の向上

　　・取組1-1-3  道路と鉄道の立体交差化の促進

　　・取組1-1-4  公共交通に対する利用者の協力、意識啓発

　　・取組1-1-5  踏切道の安全性向上

　　・取組1-1-6  安全で快適な自転車利用環境の創出

・施策1-2：バリアフリー化の推進

　　・取組1-2-1  鉄道駅におけるホームドア整備の推進

　　・取組1-2-2  鉄道駅におけるバリアフリー経路の確保、

　　　エレベーター整備の推進

　　・取組1-2-3  バリアフリー車両の導入推進

　　・取組1-2-4  心のバリアフリーの普及啓発施策

・施策1-3：災害時における公共交通の連携体制などの構築

　　・取組1-3-1  区民への交通情報の提供のあり方の検討

４．計画の施策と取組
目標２　持続可能な地域公共交通

・施策施策2-1：交通ネットワークの確保・維持・拡充

　・取組2-1-1  交通体系の確保・維持に向けた行政支援のあ

　　り方の検討

　　・取組2-1-2  交通の担い手となる人材の確保

　　・取組2-1-3  多様な交通モード、事業者の連携

・施策2-2：公共交通の利用促進（モビリティ・マネジメント）

　　・取組2-2-1  公共交通の利用促進のための広報活動

　　・取組2-2-2  多様な交通モード、事業者の連携（再掲）

・施策2-3：環境負荷の低減

　　・取組2-3-1  省エネ車両等の導入推進

・施策2-4：公共交通不便地域対策の推進

　　・取組2-4-1  地域の状況を踏まえたコミュニティ交通の

　　　導入・検討



目標３　快適な地域公共交通

・施策3-1：交通結節機能の強化による乗継利便性の向上

　・取組3-1-1  交通結節点の整備・充実

・施策3-2：近隣区市と連携した交通利便性の向上

　　・取組3-2-1  近隣区市と連携した区境地域における交通利

　　　便性向上の検討

　　・取組3-2-2  エイトライナーの早期実現

・施策3-3：情報通信技術を活用した分かりやすい情報提供の

　充実

　　・取組3-3-1  交通施設におけるバリアフリー関連情報の充実

　　・取組3-3-2  鉄道駅・バス停における運行情報等の提供機会の

　　　充実

・施策3-4：快適な移動のための交通環境整備

　　・取組3-4-1  バス停ベンチ・上屋の設置促進

　　・取組3-4-2  交通結節点の整備・充実（再掲）

・施策3-4：快適な移動のための交通環境整備施策3-1：交通

　結節機能の強化による乗継利便性の向上

　・取組3-4-1  バス停ベンチ・上屋の設置促進

　　・取組3-4-2  交通結節点の整備・充実（再掲）

・施策3-5：わかりやすく便利な運賃体系の確立

　・取組3-5-1  IC カードや二次元コードを活用したキャッシュレス

　　　化の促進

　　・取組3-5-2  鉄道・バス1 日乗車券等の企画乗車券、乗継運賃

　　　等の制度の充実

・施策3-6：公共交通を補完する自転車の利活用の促進

　　・取組3-6-1  自転車シェアリングの充実・利用促進

　　・取組3-6-2  安全で快適な自転車利用環境の創出



・施策3-7：新たな輸送サービスによる移動の選択肢の提供

　・取組3-7-1  地域の状況を踏まえたコミュニティ交通の

　 　導入・検討（再掲）

　 ・取組3-7-2  新たなモビリティサービスの活用検討（再掲）

・施策3-8：特定需要への対応

　・取組3-8-1  多様な交通資源と連携した取組の検討

 　・取組3-8-2  利用者のニーズに応じた多様な移動サービス

　 　の充実

・施策3-9：人々の外出と交流を促進する交通環境の整備

　・取組3-9-1  交通結節点の整備・充実（再掲）

 　・取組3-9-2  待ち時間も快適・便利に過ごせる交通環境の

　　 整備



５．計画の推進





６．世田谷区のコミュニティバス





おわりに
　
　本計画は事項を包括的に列挙した面が大きいが、具体的な施策をど
のように取り組んでいくかについては、世田谷区担当者あるいは決裁権
者が都市交通の専門的知見を有していることは極めて重要である。
　それと共に、タテワリの枠を越えた総合性を持った「まちづくり」を行う自
治体プランナーが必要であり、その登用が望まれ、それを理解する区長
の登場を期待したい。
　これ迄行われた三軒茶屋、二子玉川再開発の結果、交通結節点が乗
換え不便に改悪され、さらに小田急線連続立体交差事業でも、バス等へ
の乗換え不便が改善されない様な整備を行った愚を、二度と起こしては
ならないと思う。



ご清聴ありがとうございました。


